
 

 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2022 
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

執筆者： 

E-mail  佐藤 正孝 E-mail  ミシェル・マリエ・F・ヴィラリカ 

 

1. フィリピンにおける小売業の外資規制緩和 
 

はじめに 

 

 フィリピンでは、過去数年間にわたり、小売業に関する外資規制の緩和が議論されていましたが、今般、小売業に関する外資規

制を緩和する法案(Republic Act No. 11595 An Act amending Republic Act No. 8762, otherwise known as the “Retail Trade 

Liberalization Act of 2000”, by lowering the required paid-up capital for foreign retail enterprises, and for other purposes)(以下

「小売規制緩和法」)が成立し、2022 年 1 月 6 日に公表されました。小売規制緩和法は、2022 年 1 月 21 日に発効する予定です。 

 

また、監督官庁であるフィリピン貿易商業省(Department of Trade and Industry)は、小売規制緩和法の詳細を規定する下位規則

(Implementing Rules and Regulations)を 2022 年 3 月中旬までに公表する予定です。 

 

以下では、小売規制緩和法の重要なポイントを解説します。なお、詳細は、後日公表される下位規則と併せて確認する必要があ

ります。 

 

(1) 最低資本金の引き下げ 

 

従前、外資企業が、フィリピンで小売業を行うためには、最低でも 250 万米ドルの資本金の払い込みが必要とされていました。小

売規制緩和法により、この最低払込資本金の金額は、2500 万ペソ(現在のレートで、約 50 万米ドル)に引き下げられました。 

 

(2) 参入資格要件の緩和 

 

従前、フィリピンで小売業を行う外資企業は、①少なくとも 2 億米ドルの資産を保有していること、②原則として、少なくとも 5 店舗

を運営していること、③5 年以上の小売事業の実績があること、④当該外資企業が設立された国において、フィリピン人又はフィリ

ピン法人の小売業への参入が許容されていること、という資格要件を満たす必要がありました。小売規制緩和法により、上記①

から③の要件が撤廃されました。 

 

(3) 店舗あたりの投資金額の引き下げ 

 

従前、物理的な店舗を複数設置する場合、少なくとも、1 店舗あたり 83 万米ドルの投資をすることが要求されていました。小売規

制緩和法により、この 1 店舗あたりの投資金額は、1 店舗あたり 1000 万ペソ(現在のレートで約 20 万米ドル)に引き下げられまし

た。 

 

また、従前、この 1 店舗あたりの投資金額の要件の充足をどのように判定するのか明確ではありませんでしたが、小売規制緩和

法では、建物、内装、機材、在庫、共有の設備等を含む、有形又は無形の資産の総額で判断するとしており、上記の最低払込資

本金の金額も、店舗あたりの投資金額の要件の判定に利用することができると規定されています。 
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なお、従前、この店舗あたりの投資金額の要件は、外資企業が、小売事業を営む会社の 51％以上の株式を保有する場合に適用

されましたが、小売規制緩和法の施行後も、小売事業を営む会社の 51％以上の株式を保有する場合に限り適用されるのか、又

は、1％でも株式を保有する場合にも適用されるのかは明らかではありません。詳細は、小売規制緩和法の下位規則の内容又は

実務の運用を確認する必要があると考えられます。 

 

(4) ダイベストメント義務の撤廃 

 

従前、外資企業も、外資規制の要件を満たすことにより、小売業を営む子会社をフィリピンに設定することもできましたが、外資企

業がフィリピンで小売業を営む会社の 80％以上の株式を保有する場合、事業の開始から 8 年以内に、その保有する株式の 30％

を株式市場で売り出さなければならない、という規制がありました。小売規制緩和法では、この義務は削除されています。 

 

 

 
  

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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